
                       

青森県における公益認定等に関する運用について 

 

 

 

 

 

下記については、「公益認定等に関する運用について（公益認定等ガイドライン）」（平

成２０年４月１１日内閣府公益認定等委員会決定）によるものとする。 

 

記 

 

１ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第４９号）

に規定する公益認定の基準及び関連する規定についての運用 

 

２ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人

の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１８年法律

第５０号）に規定する移行認可の基準及び関連する規定のうち公益目的支出計画に関

するものについての運用 

平 成 ２ ０ 年 ７ 月 ２ ８ 日 

青森県公益認定等審議会決定 
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